
千円

　令和６年度大阪市中央卸売市場事業会計予算

水 産 物

6,640,421

360,000

1,358,000

2,600

7,883,648

トン

千円

千円

千円

営 業 費 用

営 業 外 費 用

加 工 食 料 品

市 場 事 業 収 益

営 業 収 益

営 業 外 収 益

市 場 事 業 費 用

（収益的収入及び支出）

第 2項

東 部 市 場 整 備 事 業

本 場 整 備 事 業

第３条

8,932,742

1,243,227

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

千円

千円

支　  出

第 1款

収　  入

第 1項

1,000

第 1款

第 3項

第 2項

第 1項 8,439,482

予 備 費

492,260

（総　則）

（業務の予定量）

(1)

(2)

令和６年度大阪市中央卸売市場事業会計の予算は、次に定めるところによる。　

トン719,500

業務の予定量は、次のとおりとする。　

トン

取 扱 数 量

青 果 物

建 設 改 良 事 業 の 概 要

151,900

第１条

第２条

別紙



収　  入

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額 2,178,399千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額

122,830千円及び損益勘定留保資金 2,055,569千円で補塡するものとする。)。

千円
第 1款 資 本 的 収 入 2,179,904

千円
第 1項 企 業 債 1,718,000

第 2項 出 資 金 461,904

千円
第 1項 建 設 改 良 費 1,718,000

支　  出

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

4,358,303

第 2項 企 業 債 償 還 金 2,640,303

千円
第 1款 資 本 的 支 出

本 場 非 常 放 送 設 備 改 良 工 事 7 123,000

本 場 誘 導 灯 設 備 改 良 工 事 7 30,000

事　　　項 期 間 限 度 額

令和 年度 千円
本場西棟アスベスト対策工事 7～8 1,841,000

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

東 部 市 場 集 中 自 動 検 針 設 備
改 良 工 事

7 218,000

の地方公共団 率見直し方式 30年以内に償還する。

体との共同発 で借り入れる ただし、本期間中に

起債年度の翌年度か

整 備 事 業 証券発行（他 （ただし、利 ら据置期間を含め、

千円
中 央 卸 売 市 場 1,718,000 普通貸借又は 年9.5％以内

利率） の融通条件による。

を行った後に とができる。

おいては、当 なお、公的資金を借

該見直し後の り入れる場合は、そ

行を含む。)。 資金について、 未償還額の範囲内に

利率の見直し おいて借り替えるこ



第７条 一時借入金の限度額は、18,000,000千円と定める。

（一時借入金）

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め

る。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

（他会計からの補助金）

第９条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、542,862千円である。

（たな卸資産の購入限度額）

第10条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。


